
 

平成 20重点施策 

 

 

 

 

 

1.保育施設入所支

援事業 

【事業概要】 

小野町の子どもたちが保育を受けやすい環境をつくるため、保

育料の軽減措置や、認可外保育施設を対象として施設が入所児童

のために行う設備の整備（教材等を含む）の費用の一部を助成し、

子育て支援の向上を目指す事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～  №1 

      Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～ №2･3 

【所 管 課】健康福祉課･教育課 

 

2.子育て応援事業 

 ○新  

【事業概要】 

就学前乳幼児の医療費、小学生の入院医療費助成、医療費の現

物給付、育児協力者の活動充実、母親の育児不安解消等の支援を

行い、乳幼児から青少年まで安心して子育てできる環境を構築す

る事業です。 

【実施計画】Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～ №4･5 

【所 管 課】健康福祉課 

 

3. 子育ち応援事業 

【事業概要】 

少子化対策の一環として、子どもたちが安全で健やかに活動で

きる場所の確保及びスポーツ・レクリエーションの実践の場を提

供し、子どもたち自身がのびのびと過ごすことのできる環境作り

を応援する事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～ №6･7 

【所 管 課】教育課 

 

4.教育環境等再編

事業 

【事業概要】 

幼児施設、小・中学校における、望ましい教育環境の在り方に

ついて検討し、施設等の環境整備を行う事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～  №8 

Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～ №9 

【所 管 課】教育課 

 

 

 

 

 

Ⅰ 子育て・子育ちしやすい まちづくり 
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5. 小野中学校整備
事業 

【事業概要】 

施設の老朽化が著しく、耐震対策の観点からも安全で安心でき

る教育施設とし、多様な教育活動が可能な豊かな教育環境として

小野中学校校舎を整備する事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～ №10 

【所 管 課】教育課 

 

6. 幼児教育施設整
備事業 

 

【事業概要】 

幼稚園や保育所等における就学前の子どもに関する、教育・保

育・子育て支援の総合的な提供を推進する「認定子ども園」を整

備する事業です。 

【実施計画】Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～ №11 

【所 管 課】教育課 

 

 

 

 

 

 

7.いきいき集落環

境整備事業 

【事業概要】 

農業用施設等の整備及び維持補修を実施し、農業基盤の整備を

図ると共に、高齢化や混住化により、農地や農業用施設などの資

源を守るまとまりが不足しているため、地域の農業者だけでなく、

地域住民や都市住民も含め多様な主体の参画を得て、これらの資

源の適切な保全管理を推進する事業です。 

【実施計画】Ⅰ 定住～住みよいまちづくり～ 

                                №12･13･14･15 

【所 管 課】産業振興課 

 

8.まちなか 

復活事業 

(にぎわいにいまち) 

【事業概要】 

 町の中心部の活性化を図るため、町内商工団体、農業団体等の

各種団体と町が連携を図り、活性化施策を講じ、併せて起爆剤と

なる事業を通じて、町内外の誘客との融合により、効果的な活性

化を推進する事業です。 

【実施計画】Ⅰ 定住～住みよいまちづくり～ №16 

【所 管 課】産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 活力ある まちづくり 
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9.定住・二地域居住

推進事業 

【事業概要】 

都市と農村といった二地域居住をはじめ、農村生活指向者のニ

ーズに積極的に取り組むとともに、交流人口の拡大、さらに定住

に結びつくような受け皿づくりを推進する事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～ №17 

Ⅰ 定住～住みよいまちづくり～  №18 

【所 管 課】企画課･産業振興課 

 

10.活力ある地域 

づくり事業 

【事業概要】 

活力ある地域づくりのため、行政区と町のあり方について検討

し、ソフト面を中心にアドバイス的事業や相談会を実施する事業

です。 

【実施計画】Ⅳ 基本構想の推進と実現 №19 

【所 管 課】総務課 

 

11.企業誘致推進事

業 

【事業概要】 

地域雇用の創出と地域の活性化を図るため、企業誘致に係る情

報の収集・管理、誘導方策の検討、誘致活動の実施を通じて、優

良企業の立地を推進する事業です。 

【実施計画】Ⅰ 定住～住みよいまちづくり～ №20 

【所 管 課】企画課 

 

12.園芸産地強化育

成事業 

【事業概要】 

健康な土づくりに取り組み、もって健康な野菜から生産性の向

上を図り、市場での競争力を高める一方で、直売所の活用等販路

開拓を進める事業です。 

【実施計画】Ⅰ 定住～住みよいまちづくり～ №21･22 

【所管課】産業振興課 

 

13.情報環境整備事

業○新  

【事業概要】 

国の情報化推進戦略によるユビキタス社会の構築に向けて、光

ファイバー通信網、携帯電話のエリア拡大、地上波デジタル放送

の普及を促し、いつでも・どこでも・だれでもが、安全、安心、

快適な環境で情報化における恩恵を享受できるよう環境整備を推

進する事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり №23･24 

【所 管 課】企画課 
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14.公共サイン整備

事業○新  

【事業概要】 

町外から小野町へ観光や交流目的で来た来訪者に対して、観光

誘致と交流を推進するため、公共施設や観光施設の表示板・案内

板を見やすく統一したものに整備する事業です。 

【実施計画】Ⅰ 定住～住みよい まちづくり №25 

【所 管 課】地域整備課 

 

 

 

 

 

 

15.右支夏井川河川

改修を活かした

まちづくり事業 

【事業概要】 

右支夏井川の早期改修に向けた要望を続けるとともに、町事業

としても付替道路の整備をはじめ、河川改修と一体となった地域

づくりを推進する事業です。 

【実施計画】Ⅰ 定住～住みよい まちづくり №26 

【所 管 課】地域整備課 

 

16.インター周辺ア

クセス道路整備

事業 

【事業概要】 

磐越自動車道、あぶくま高原自動車道の小野インターから、市

街地・都市公園へのアクセス道路となる町道七生根線を整備する

事業です。 

【実施計画】Ⅰ 定住～住みよい まちづくり №27 

【所 管 課】地域整備課 

 

17.安全で安心な環

境整備事業 

【事業概要】 

町民が安全で安心して暮らすことができる環境をめざし、消防

施設の充実、防災行政無線の設置、自主防災組織の育成、防犯、

交通安全を推進する事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～ №28 

Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～ 

          №29･30･31･32 

【所 管 課】町民生活課 

 

18.食を通じた健康

事業 

【事業概要】 

食を取りまく環境の著しい変化、さらに、生活習慣病の増加や

高齢者にみられる低栄養など様々な問題が顕在化してきているこ

とから、幼少期からの食を通じた心身の健康を増進しようとする

事業です。 

【実施計画】Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～ №33 

【所 管 課】健康福祉課 

 

Ⅲ 安全・安心・健康のまちづくり 
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19.障がい者のため

の地域生活支援

事業 

【事業概要】 

地域の特性を生かし、社会資源を活用・構築することで、心身

に障がいのある方が地域で生活することのできるよう支援し、ま

た学校に支援員を配置し、身体もしくは知的障がいを持つ児童生

徒の学習支援を推進する事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～   №34 

      Ⅲ 快適環境～やさしい まちづくり～ №35 

【所 管 課】教育課・健康福祉課 

 

20.親子健康づくり

事業 

【事業概要】 

町民が健康で生活できるよう、各種検診を実施するとともに、

育児不安の解消や育児支援のための相談・教室を充実し、育児支

援事業の強化と関係機関との連携により親子の健康の保持増進を

進める事業です。 

【実施計画】Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～ 

№36･37･38･39･40 

【所 管 課】健康福祉課 

 

21.働きざかりの健

康 づ く り 事 業 

○新  

【事業概要】 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の概念に着目し、

自己管理や体力や年齢に応じ適度な運動を通じ、糖尿病、脳卒中、

心臓病、高血圧などの生活習慣病の予防を推進する事業です。 

【実施計画】Ⅱ 交流～ふれあいのまちづくり～   №41 

      Ⅲ 快適環境～やさしいまちづくり～  №42 

Ⅴ 特別会計事業           №43･44

【所 管 課】教育課･健康福祉課・町民生活課 

 

22.介護予防高齢者

事業 

【事業概要】 

65 歳以上で要支援・要介護状態になるおそれのある人を対象

に、認知症予防事業、ヘルスアップ運動教室、健康・栄養・口腔

相談を実施するとともに、全ての 65 歳以上の方を対象に、介護

予防講演会、啓発用広報、老人クラブなどで開催される健康教室、

相談会等での介護予防の啓蒙をする事業です。 

【実施計画】Ⅴ 特別会計事業 №45･46 

【所 管 課】健康福祉課 

 

 

 

 

※ 事業費は人件費を除く 

※ 平成21年度は想定される事業に係る要求額にて計上。平成22年度は現時点での想定

事業費見込額にて計上。 


